
JP 2016-534882 A5 2017.7.20

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】平成29年7月20日(2017.7.20)

【公表番号】特表2016-534882(P2016-534882A)
【公表日】平成28年11月10日(2016.11.10)
【年通号数】公開・登録公報2016-063
【出願番号】特願2016-537148(P2016-537148)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｋ  37/04     (2006.01)
   Ｅ０１Ｂ  26/00     (2006.01)
   Ｂ２５Ｈ   1/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｋ   37/04     　　　Ａ
   Ｅ０１Ｂ   26/00     　　　　
   Ｂ２５Ｈ    1/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月2日(2017.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶接テーブル用の軌道システムのための軌道（３００）であって、床（６００）の上ま
たは中に固定するように構成され、溶接テーブルに対応した複数の開口穴（３０４）を有
する基盤軌道（３０１）を含み、基盤軌道（３０１）の陥凹部（３０５）内に、丸レール
（３０６）が固定されており、
　軌道（３００）が、傾斜防止エッジ（３１３）を含み、ローラー脚（５００）の傾斜防
止装置（５０３）と協働するように構成された傾斜防止陥凹部（３０９）を有し、
　傾斜防止陥凹部（３０９）が、軌道（３００）の上面（３０８）に設けられており、傾
斜防止エッジ（３１３）が、軌道（３００）に取り外し可能に固定されており、傾斜防止
陥凹部（３０９）に部分的に張りだした傾斜防止傾斜防止桟（３１１）で形成されている
ことを特徴とする、前記軌道（３００）。
【請求項２】
　溶接テーブル用の軌道システムのためのローラー脚（５００）であって、本体部（５０
１）、ローラー（５０２）および傾斜防止装置（５０３）を含み、ローラー（５０２）が
丸レール（２０６、３０６）と協働するように構成され、傾斜防止装置（５０３）が軌道
（２００、３００）の傾斜防止陥凹部（２０９、３０９）および傾斜防止エッジ（２１０
、３１３）と協働するように構成され、
　傾斜防止装置（５０３）が、傾斜防止鈎（５１７）または傾斜防止ロール（５２０）を
備えた、本体部（５０１）に取り外し可能に固定された傾斜防止耳（５１０、５１６、５
１７）を含む、前記ローラー脚（５００）。
【請求項３】
　傾斜防止耳（５１０、５１６、５１７）が、本体部（５０１）に対して２つの異なった
姿勢で固定可能であることを特徴とする、請求項２に記載のローラー脚（５００）。
【請求項４】
　本体部（５０１）の脚板（５０６）に、軌道（２００、３００）の開口穴（２０４、３
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０４）または溶接テーブルに対応した開口穴（５１４）を有しており、それによって締め
付けボルト（５２２）を用いてローラー脚（５００）が軌道（２００、３００）上に格子
位置に固定可能であることを特徴とする、請求項２または３に記載のローラー脚（５００
）。
【請求項５】
　脚板（５０６）の２つの対向する側面に、拭いブラシ（５１２）を有することを特徴と
する、請求項２または３に記載のローラー脚（５００）。
【請求項６】
　すくなくとも一つの、請求項１に記載の軌道（３００）、および、少なくとも一つの、
請求項２～５のいずれか一項に記載のローラー脚（５００）を含む、溶接テーブル用の軌
道システム。
【請求項７】
　少なくとも一つの連結枠（４１８）を含む、請求項６に記載の軌道システム。
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